
○
文
部
科
学
省
令
第

号

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
幼
稚
園
設
置
基
準
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和

年

月

日

文
部
科
学
大
臣

松
本

洋
平

幼
稚
園
設
置
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

幼
稚
園
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

ysakai
テキストボックス
パブリック・コメント実施中の省令案

ysakai
テキストボックス
（別紙２）



改

正

後

改

正

前

（
一
学
級
の
幼
児
数
）

（
一
学
級
の
幼
児
数
）

第
三
条

一
学
級
の
幼
児
数
は
、
三
十
人
以
下
を
原
則
と
す
る
。

第
三
条

一
学
級
の
幼
児
数
は
、
三
十
五
人
以
下
を
原
則
と
す
る
。



附

則

１

こ
の
省
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
省
令
の
際
現
に
存
す
る
幼
稚
園
に
お
け
る
一
学
級
の
幼
児
数
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
第

三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。




